
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

工 事 名 本庁舎 1 号館議会棟扉監視設備改修他工事 

■契約変更の工事概要 

 

１） エネルギーセンターまでの配線経路変更 

２） HUB の追加 

３） 1 号館１階守衛室既設市長系扉監視設備の移設及び試験調整追加 

４） 録画用レコーダー １台 追加 

５） 工期の延長 令和３年７月１６日まで １６日間の延長 

６） 工期延長による共通費の変更 

 

■契約変更の理由 

 

１） 工事契約後、本庁舎１号館からエネルギーセンターまでの配線経路について、別工事の 2

号館解体工事により撤去されるため、既設経路が使用できず、迂回経路での配線が必要

であることが判明したため。 

 

２） 工事契約後の詳細な現場調査と設計図書との照合の結果、配線延長が長く、中継 HUB を置く

必要があることが判明したため、適切な位置に設置する。 

 

３） 1 号館１階守衛室内に今回更新機器を設置するにあたり、所管課との協議により、市長系扉監

視設備を移設し、今回更新機器を設置するほうが今後の運用上望ましいと判断したため。 

 

４） 所管課の要望により、検討した結果、本工事で納入したほうが、システム全体の調整ができるた

め追加する。 

 

５） 今回更新した扉監視設備について、所管課である市会事務局、本庁舎管理部署である庁舎課

及び工事監督課で、１階守衛室及びエネルギーセンターに、現地設備異常の際のブザーの必

要性について協議した結果、本庁舎防犯上、異常が発生した際は、一刻も早く気付く必要があ

るため、ブザーが必要であるとの判断となった。そのことより受注者と協議した結果、ブザーを追

加するには、必要な改造等の検討に時間を要するため、工期を１６日間延長する。 

 

（公表様式第６号） 


